
令和４年４月５日 

株式会社Ｗ－ＥＮＤＬＥＳＳ
ウ ェ ン ド レ ス

に対する景品表示法に基づく措置命令について 

消費者庁は、本日、株式会社Ｗ－ＥＮＤＬＥＳＳ（以下「Ｗ－ＥＮＤＬＥＳＳ」

といいます。）に対し、同社が供給する「 Ｄ ｒ ．
ディーアールドット

味噌汁」と称する食品に係る

表示について、景品表示法に違反する行為（同法第５条第１号（優良誤認）に該

当）が認められたことから、同法第７条第１項の規定に基づき、措置命令（別添

参照）を行いました。 

１ 違反行為者の概要 

名 称 株式会社Ｗ－ＥＮＤＬＥＳＳ（法人番号 9120001187997） 

所 在 地 大阪市西区新町一丁目４番２４号大阪四ツ橋新町ビル７階 

代 表 者 代表取締役 菅原 隆太郎 

設立年月 平成２６年１２月 

資 本 金 ９００万円（令和４年３月現在） 

２ 措置命令の概要 

⑴ 対象商品

「Ｄｒ．味噌汁」と称する食品（以下「本件商品」という。）

⑵ 対象表示

ア 表示の概要

(ｱ) 表示媒体

「ｂｅａｕｔｙ ａｗａｒｄ」と称するＷ－ＥＮＤＬＥＳＳが運営する

ウェブサイト（https://beauty-award.jp/ad/mis_1112y）

(ｲ) 表示期間

令和２年１１月２０日から同年１２月２８日までの間

(ｳ) 表示内容（別紙）

「それは今までとは全く違う、“我慢しない”ボディメイク法で、『これ

だ！』と思って試してみることに。 辛い食事制限や運動ではダメだった

僕も、 その方法を試してみると…」との記載と共に、細身で筋肉質な上

半身の人物の画像、「いいカラダじゃん。 自分でもほれぼれしてしまう
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くらいです！（笑） その方法を試し始めて数ヶ月たちましたが、明らか

に周りの対応が違うんです。 『ステキですね』 『ジムでも通ったの？』 

といろんな人に言われましたが、違うんです！！ ★無理な食事制限ナシ

★ ★辛い運動ナシ★ それだけ？ と思いますよね。それだけなんで

す！」等と、別表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あた

かも、本件商品を摂取するだけで、本件商品に含まれる成分の作用により、

容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

イ 実際 

    前記アの表示について、消費者庁は、景品表示法第７条第２項の規定に基

づき、Ｗ－ＥＮＤＬＥＳＳに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる

合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。

しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであ

るとは認められないものであった。 

 

⑶ 命令の概要 

 ア 前記⑵アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際の

ものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するもの

である旨を一般消費者に周知徹底すること。 

イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 

 ウ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前

記⑵アの表示と同様の表示を行わないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

【本件に対する問合せ先】 

消費者庁表示対策課 

電  話 ０３（３５０７）９１２６ 

ホームページ https://www.caa.go.jp/ 
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  別表 

表示内容 

・「コロナ生活でだらしない体…は昔の話！実録【モテる体型の作り方】を試した

ら１ヶ月で驚きの結果が！？」、「僕は今年、コロナウィルスのせいで自粛生活を

送ったせいで激太りしてしまったせいで彼女にフラれてしまいました… 『そんな

体型じゃ隣にいたくない』 完全に油断した体型になってしまい、ズボンにどっさ

りとお肉が… まじでヤバいですよね（泣）」との記載と共に、腹部の肉をつまん

だ人物の画像、「半年前までは６０キロ台だったのに、いまではこんな姿に…」、

「まずは、何が一番効果がありそうかネットサーフィン。すると『ファスティング

（＝断食）』という言葉を知り、さっそく大好きなカラアゲやラーメンを我慢し、

毎晩食事抜きで過ごしていました。」、「あとは運動！ 毎日ランニングと腹筋を

死ぬほど頑張りました。 けど、夜ご飯を抜いているせいかお腹がすいてイライラ

するし、疲れやすくなった気がしてストレスが… でも、もう『ブタ』と言われた

くない！その思いで必死に続けました。 １ヶ月後、体重を測ってみると  『減

ってない…』 あんなに努力して、食事も制限したのに…。」、「それは今までと

は全く違う、“我慢しない”ボディメイク法で、『これだ！』と思って試してみる

ことに。 辛い食事制限や運動ではダメだった僕も、 その方法を試してみると…」

との記載と共に、細身で筋肉質な上半身の人物の画像、「いいカラダじゃん。 自

分でもほれぼれしてしまうくらいです！（笑） その方法を試し始めて数ヶ月たち

ましたが、明らかに周りの対応が違うんです。 『ステキですね』 『ジムでも通

ったの？』 といろんな人に言われましたが、違うんです！！ ★無理な食事制限

ナシ★ ★辛い運動ナシ★ それだけ？ と思いますよね。それだけなんです！ 

これは多くの女性の間でも話題になった方法で、徐々に男性でも試している方が増

えてきているみたいなんです！」、「では、どうしてこんなにもイイカラダになれ

たのかをお教えしましょう！」との記載と共に、細身で筋肉質な腹部の人物の画像、

「なんでイイカラダになれたの！？ 僕が目指したのは『健康的なイイカラダ』。

 それにピッタリな方法を行っていたのが、ＣＭやモデルとして活躍している野村

日香里さん。」、「インスタグラマーとしても人気で、フォロワーも８万人以上い

る女性です。 この方が、自分の体型を維持するために『健康的に』痩せれるもの

はないかと研究して見つけたようです。」、「これまでのボディメイクというと『キ

ツイ・しんどい・無理する』ものが多かったと思います。 それが間違っていたん

です！ そういうボディメイクを試したことがある人は分かると思いますが、そう

いう方法だとリバウンドしてしまうんですよね。 そんな課題を解決して、自分史

上最高の体型に必要なのはたった１つ。」、「無理せず、美味しくボディメイク 

そこで、何度も試行錯誤して作られたのが… Ｄｒ．味噌汁」との記載と共に、本

件商品の容器包装の画像及び「まさかのお味噌汁だったんです。」 

・「そのために、サイリウムハスクという水分を含むと約７０倍にも膨れる成分を
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配合しているので、一杯でもしっかりとお腹にたまるんです。」、「そんなサイリ

ウムハスクは、満腹感を与えてくれるだけではないんです。 宿便という言葉を聞

いたことはありますか？ 宿便とは、人の腸内にこびりついている便のことをいい

ます。これってつまり＝老廃物ですね。 この老廃物だけで約５キロは体内に常に

あると言われています。」、腸内の便が動いていることを示すイラストと共に、「そ

れを体の外へ排出してくれるのもサイリウムハスクの役割の一つ！」及び「Ｄｒ．

味噌汁には乳酸菌が約３００億個配合されているので、腸のはたらきをたすけてく

れるパワーも持っているんです。」 

・「理想のイイカラダを手にした男性が大量発生！ いま、『Ｄｒ．味噌汁』はＳ

ＮＳや口コミなどで話題となっているの、ランキングでも１位を総なめに！」、「Ｒ

ａｋｕｔｅｎ ＲＡＮＫＩＮＧ 健康食品 売上Ｎｏ．１※」、「ビューティアワ

ードランキング ５冠達成 《満足度／期待度／お得度／信頼度／オススメ度》 

※２０２０年 ダイエットドリンク部門 満足度第１位 期待度第１位 お得度

第１位 信頼度第１位 オススメ度第１位」、「その続けやすさと実感力から、高

評価な口コミが続々！」、細身で筋肉質な上半身の人物の画像と共に、「いままで

頑張ってジムに通ったりしていてもぜんぜんダメでした。Ｄｒ．味噌汁を試すと学

生時代の体型にを思い出せました。笑 Ｋ．Ｓさん＜３５歳＞」、細身で筋肉質な

上半身の人物の画像と共に、「和食っていいですよね。体があったまる感じがして

ホッとします。 Ｙ．Ｔさん＜４０歳＞」、細身で筋肉質な腹部の人物の画像と共

に、「５０代の私でも、しっかり続けられていますよ。妻からもカッコよくなった

わねと喜んでもらっています。 Ｃ．Ｓさん＜５５歳＞」、「理想のイイカラダに

なるには、辛い運動やキツイ食事制限をしなきゃいけない…というイメージがまだ

根付いていますよね。 そんな中でも幅広い年齢層の方がＤｒ．味噌汁で成功して

いるのが本当にスゴイということを物語っています…！ 実際に、さまざまなメデ

ィアでも取り上げられていました！」並びに「『みそ汁』ダイエットサポートはＴ

Ｖや書籍でも多数紹介されています！！」との記載と共に、「おいしく食べて や

せる！みそ汁」と題する書籍、「ダイエットみそ汁」と題する書籍及び「腸の名医

に教わる『やせるみそ汁』」と題する書籍等の画像 

（別紙） 
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HE171
タイプライターテキスト



HE171
テキストボックス
別紙
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○ 不当景品類及び不当表示防止法（抜粋）

（昭和三十七年法律第百三十四号） 

 （目的） 

第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の

誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのあ

る行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを

目的とする。 

 （不当な表示の禁止） 

第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに

該当する表示をしてはならない。 

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のもの

よりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似

の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると

示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択

を阻害するおそれがあると認められるもの 

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種

若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の

相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘

引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められ

るもの 

三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者

に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自

主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの 

 （措置命令） 

第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反

する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び

行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要

な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合に

おいても、次に掲げる者に対し、することができる。 

一 当該違反行為をした事業者 

二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅

したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 

三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当

該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 

四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受け

た事業者 

２ 内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第一号に

該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対

し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めるこ

とができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規

定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。 

（参考１）
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 （報告の徴収及び立入検査等）  

第二十九条 内閣総理大臣は、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令又は前条

第一項の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはそ

の者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告

をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若

しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を

行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる

ことができる。  

２～３ （省略） 

 （権限の委任等） 

第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。）を消費

者庁長官に委任する。 

２～１１ （省略） 

○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令（抜粋）
（平成二十一年政令第二百十八号） 

 （消費者庁長官に委任されない権限）  

第十四条 法第三十三条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三

条第一項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及び第二項、第四条、

第五条第三号、第六条第一項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及

び第二項、第二十六条第二項並びに同条第三項及び第四項（これらの規定を同条第五項

において準用する場合を含む。）の規定による権限とする。 
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景品表示法による表示規制の概要 

 

 

 

（参考２） （参考２） 

景
品
表
示
法

第
５
条
（
不
当
な
表
示
の
禁
止
）

不
当
な
表
示

○優良誤認表示（５条１号）

商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示

○有利誤認表示（５条２号）

商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示

不実証広告規制（７条２項） 

 消費者庁長官は、措置命令に関し、商品・サービスの内容（効果、

性能）に関する優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある

場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を

示す資料の提出を求めることができる。 

⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が

表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められ

ない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。

①商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のもの

よりも著しく優良であると示す表示

①無果汁の清涼飲料水等についての表示

②商品の原産国に関する不当な表示

③消費者信用の融資費用に関する不当な表示

④不動産のおとり広告に関する表示

⑤おとり広告に関する表示

⑥有料老人ホームに関する不当な表示

①商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相

手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示

○商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認される

おそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示（５条３号）

②商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違

して競争事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示

②商品・サービスの取引条件について、競争事業者に係るものより

も取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
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別添 

消表対第４６１号 

令和４年４月５日 

株式会社Ｗ－ＥＮＤＬＥＳＳ 

代表取締役 菅原 隆太郎 殿 

消費者庁長官 伊藤 明子 

  （公印省略） 

不当景品類及び不当表示防止法第７条第１項の規定に基づく措置命令 

貴社は、貴社が供給する「Ｄｒ．味噌汁」と称する食品（以下「本件商品」という。）の

取引について、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号。以下「景品表

示法」という。）第５条の規定により禁止されている同条第１号に該当する不当な表示を

行っていたので、同法第７条第１項の規定に基づき、次のとおり命令する。 

１ 命令の内容 

⑴ 貴社は、貴社が一般消費者に販売する本件商品に係る表示に関して、次に掲げる事項

を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法について

は、あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。 

ア 貴社は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、令和２年１１月２０日から同

年１２月２８日までの間、「ｂｅａｕｔｙ ａｗａｒｄ」と称する貴社が運営する

ウェブサイト（（https://beauty-award.jp/ad/mis_1112y）以下「本件ウェブサイト」

という。）において、「それは今までとは全く違う、“我慢しない”ボディメイク法

で、『これだ！』と思って試してみることに。 辛い食事制限や運動ではダメだった

僕も、 その方法を試してみると…」との記載と共に、細身で筋肉質な上半身の人物

の画像、「いいカラダじゃん。 自分でもほれぼれしてしまうくらいです！（笑） そ

の方法を試し始めて数ヶ月たちましたが、明らかに周りの対応が違うんです。  

『ステキですね』 『ジムでも通ったの？』 といろんな人に言われましたが、違う

んです！！ ★無理な食事制限ナシ★ ★辛い運動ナシ★ それだけ？ と思いま

すよね。それだけなんです！」等と、別表「表示内容」欄記載のとおり表示すること

により、あたかも、本件商品を摂取するだけで、本件商品に含まれる成分の作用によ

り、容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていたこと。 

イ 前記アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも

著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものであること。 

⑵ 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、表示の裏付けとなる合

※別添写しについては、添付を省略しています。
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理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記(1)アと同様の表示が行われることを防

止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員及び従業員に周知徹底しなければ

ならない。 

⑶ 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、表示の裏付けとなる合

理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記(1)アの表示と同様の表示をしてはなら

ない。 

⑷ 貴社は、前記(1)に基づいて行った周知徹底及び前記(2)に基づいてとった措置につ

いて、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。 

 

２ 事実 

⑴ 株式会社Ｗ－ＥＮＤＬＥＳＳ（以下「Ｗ－ＥＮＤＬＥＳＳ」という。）は、大阪市西

区新町一丁目４番２４号大阪四ツ橋新町ビル７階に本店を置き、インターネット広告

業、食品の製造販売業等を営む事業者である。 

⑵ Ｗ－ＥＮＤＬＥＳＳは、令和３年９月２８日、本件商品に関する事業を株式会社木本

屋に譲渡している。 

⑶ Ｗ－ＥＮＤＬＥＳＳは、本件商品を通信販売等の方法により、一般消費者に販売し

ていた。 

⑷ Ｗ－ＥＮＤＬＥＳＳは、本件商品に係る本件ウェブサイトの表示内容を自ら決定し

ている。 

⑸ア Ｗ－ＥＮＤＬＥＳＳは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、令和２年１１

月２０日から同年１２月２８日までの間、本件ウェブサイトにおいて、「それは今ま

でとは全く違う、“我慢しない”ボディメイク法で、『これだ！』と思って試してみ

ることに。 辛い食事制限や運動ではダメだった僕も、 その方法を試してみると

…」との記載と共に、細身で筋肉質な上半身の人物の画像、「いいカラダじゃん。 自

分でもほれぼれしてしまうくらいです！（笑） その方法を試し始めて数ヶ月たちま

したが、明らかに周りの対応が違うんです。  『ステキですね』 『ジムでも通っ

たの？』 といろんな人に言われましたが、違うんです！！ ★無理な食事制限ナシ

★ ★辛い運動ナシ★ それだけ？ と思いますよね。それだけなんです！」等と、

別表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を摂取す

るだけで、本件商品に含まれる成分の作用により、容易に著しい痩身効果が得られる

かのように示す表示をしていた。 

イ 消費者庁長官は、前記アの表示について、景品表示法第５条第１号に該当する表示

か否かを判断するため、同法第７条第２項の規定に基づき、Ｗ－ＥＮＤＬＥＳＳに対

し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた

ところ、Ｗ－ＥＮＤＬＥＳＳは、当該期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出し

たが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認め
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られないものであった。 

 

３ 法令の適用 

前記事実によれば、Ｗ－ＥＮＤＬＥＳＳが自己の供給する本件商品の取引に関し行っ

た表示は、景品表示法第７条第２項の規定により、同法第５条第１号に規定する、本件商

品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことに

より、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれ

があると認められる表示とみなされるものであって、かかる表示をしていた行為は、同条

の規定に違反するものである。 

 

４ 法律に基づく教示 

⑴ 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８２条第１項の規定に基づく教示 

この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第２条、第４条及び第１８

条第１項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知っ

た日の翌日から起算して３か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をす

ることができる。 

（注） 行政不服審査法第１８条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、

処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、処分の

日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくな

る。 

⑵ 行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条第１項の規定に基づく教示 

訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第１１条第１項

及び第１４条第１項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して６か月以内に、国（代表者法務大臣）を被告として、この処分の取消しの訴えを

提起することができる。 

（注１） 行政事件訴訟法第１４条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、

この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、

この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、この処分の取消しの訴え

を提起することができなくなる。 

（注２） 行政事件訴訟法第１４条第３項の規定により、正当な理由があるときを除き、

審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決が

あったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができる。

ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の翌日

から起算して６か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して１年を

経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 
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別表 

表示内容 

・「コロナ生活でだらしない体…は昔の話！実録【モテる体型の作り方】を試したら１ヶ

月で驚きの結果が！？」、「僕は今年、コロナウィルスのせいで自粛生活を送ったせいで

激太りしてしまったせいで彼女にフラれてしまいました… 『そんな体型じゃ隣にいたく

ない』 完全に油断した体型になってしまい、ズボンにどっさりとお肉が… まじでヤバ

いですよね（泣）」との記載と共に、腹部の肉をつまんだ人物の画像、「半年前までは６

０キロ台だったのに、いまではこんな姿に…」、「まずは、何が一番効果がありそうかネッ

トサーフィン。すると『ファスティング（＝断食）』という言葉を知り、さっそく大好き

なカラアゲやラーメンを我慢し、毎晩食事抜きで過ごしていました。」、「あとは運動！ 

毎日ランニングと腹筋を死ぬほど頑張りました。 けど、夜ご飯を抜いているせいかお腹

がすいてイライラするし、疲れやすくなった気がしてストレスが… でも、もう『ブタ』

と言われたくない！その思いで必死に続けました。 １ヶ月後、体重を測ってみると  

『減ってない…』 あんなに努力して、食事も制限したのに…。」、「それは今までとは

全く違う、“我慢しない”ボディメイク法で、『これだ！』と思って試してみることに。 

辛い食事制限や運動ではダメだった僕も、 その方法を試してみると…」との記載と共に、

細身で筋肉質な上半身の人物の画像、「いいカラダじゃん。 自分でもほれぼれしてしま

うくらいです！（笑） その方法を試し始めて数ヶ月たちましたが、明らかに周りの対応

が違うんです。 『ステキですね』 『ジムでも通ったの？』 といろんな人に言われま

したが、違うんです！！ ★無理な食事制限ナシ★ ★辛い運動ナシ★ それだけ？ と

思いますよね。それだけなんです！ これは多くの女性の間でも話題になった方法で、

徐々に男性でも試している方が増えてきているみたいなんです！」、「では、どうしてこ

んなにもイイカラダになれたのかをお教えしましょう！」との記載と共に、細身で筋肉質

な腹部の人物の画像、「なんでイイカラダになれたの！？ 僕が目指したのは『健康的な

イイカラダ』。 それにピッタリな方法を行っていたのが、ＣＭやモデルとして活躍して

いる野村日香里さん。」、「インスタグラマーとしても人気で、フォロワーも８万人以上

いる女性です。 この方が、自分の体型を維持するために『健康的に』痩せれるものはな

いかと研究して見つけたようです。」、「これまでのボディメイクというと『キツイ・し

んどい・無理する』ものが多かったと思います。 それが間違っていたんです！ そうい

うボディメイクを試したことがある人は分かると思いますが、そういう方法だとリバウン

ドしてしまうんですよね。 そんな課題を解決して、自分史上最高の体型に必要なのは

たった１つ。」、「無理せず、美味しくボディメイク そこで、何度も試行錯誤して作ら

れたのが… Ｄｒ．味噌汁」との記載と共に、本件商品の容器包装の画像及び「まさかの

お味噌汁だったんです。」 

・「そのために、サイリウムハスクという水分を含むと約７０倍にも膨れる成分を配合し

ているので、一杯でもしっかりとお腹にたまるんです。」、「そんなサイリウムハスクは、
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満腹感を与えてくれるだけではないんです。 宿便という言葉を聞いたことはあります

か？ 宿便とは、人の腸内にこびりついている便のことをいいます。これってつまり＝老

廃物ですね。 この老廃物だけで約５キロは体内に常にあると言われています。」、腸内

の便が動いていることを示すイラストと共に、「それを体の外へ排出してくれるのもサイ

リウムハスクの役割の一つ！」及び「Ｄｒ．味噌汁には乳酸菌が約３００億個配合されて

いるので、腸のはたらきをたすけてくれるパワーも持っているんです。」 

・「理想のイイカラダを手にした男性が大量発生！ いま、『Ｄｒ．味噌汁』はＳＮＳや

口コミなどで話題となっているの、ランキングでも１位を総なめに！」、「Ｒａｋｕｔｅ

ｎ ＲＡＮＫＩＮＧ 健康食品 売上Ｎｏ．１※」、「ビューティアワードランキング ５

冠達成 《満足度／期待度／お得度／信頼度／オススメ度》 ※２０２０年 ダイエット

ドリンク部門 満足度第１位 期待度第１位 お得度第１位 信頼度第１位 オススメ

度第１位」、「その続けやすさと実感力から、高評価な口コミが続々！」、細身で筋肉質

な上半身の人物の画像と共に、「いままで頑張ってジムに通ったりしていてもぜんぜんダ

メでした。Ｄｒ．味噌汁を試すと学生時代の体型にを思い出せました。笑 Ｋ．Ｓさん＜

３５歳＞」、細身で筋肉質な上半身の人物の画像と共に、「和食っていいですよね。体が

あったまる感じがしてホッとします。 Ｙ．Ｔさん＜４０歳＞」、細身で筋肉質な腹部の

人物の画像と共に、「５０代の私でも、しっかり続けられていますよ。妻からもカッコよ

くなったわねと喜んでもらっています。 Ｃ．Ｓさん＜５５歳＞」、「理想のイイカラダ

になるには、辛い運動やキツイ食事制限をしなきゃいけない…というイメージがまだ根付

いていますよね。 そんな中でも幅広い年齢層の方がＤｒ．味噌汁で成功しているのが本

当にスゴイということを物語っています…！ 実際に、さまざまなメディアでも取り上げ

られていました！」並びに「『みそ汁』ダイエットサポートはＴＶや書籍でも多数紹介さ

れています！！」との記載と共に、「おいしく食べて やせる！みそ汁」と題する書籍、

「ダイエットみそ汁」と題する書籍及び「腸の名医に教わる『やせるみそ汁』」と題する

書籍等の画像 

（別添写し） 
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